
 資料 １ 

○汚水処理施設の効率的な整備や維持管理推進のための 

手法はどうあるべきか 

 

【市町村長アンケートとりまとめ意見を踏まえた議論のたたき台】 

 

① 汚水処理施設の統合、広域化、連携 

≪市町村長アンケート取りまとめ意見≫ 

・公共下水道・農業集落排水施設や、し尿処理施設を含む処理施設の統合を進めるなど、

地域の実情に応じた汚水処理施設の広域化施策や各事業連携を行う。 

 

≪委員からの意見≫ 

・下水道、農業集落排水施設、浄化槽の３施設ともだが、まずはそれぞれの施設規模が適

正かどうかを検討すべき。例えば下水道であれば、行政人口が減っているため、施設能

力が余ってしまう。農業集落排水も同じこと。一方、合併浄化槽の場合だと、２人しか

住んでない所に７人槽、１０人槽を設置している。 

 

・維持管理の実情を考えると、実施できるところは統合を進めるとよい。しかし、今回の

大震災の例を考えると、統合等の効率化を進めすぎるのもいかがかと思う。幹線管渠を

複数ルート確保したり、複数処理場をネットワーク化し、1処理場が被災してもある程度

の処理はやっていけるということがあってもよいのではないか。 

 

≪各汚水処理事業における共通の現状・取り組み≫  

(下水道、農業集落排水施設) 

・下水道と農業集落排水施設の接続については、農林水産省、建設省から「下水道と農業

集落排水施設とを接続する場合の留意事項について」（平成 12 年 12 月 1 日）を都道府県

に通知し、連携を図る場合の留意事項を周知している。 
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○通知「下水道と農業集落排水施設とを接続する場合の留意事項について(平成 12.12.1 都下公発第 46 号 12-2)」（抜粋） 
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・下水道と農業集落排水施設とを自治体の判断により接続。平成２１年度末までに３２県

１０５箇所において、実施中（漁業集落排水施設との接続箇所及び完了箇所も含む）。 

○下水道と農業集落排水施設等との接続箇所（平成２１年度末） 
 【農業集落排水施設との接続箇所】 【漁業集落排水施設との接続箇所】 
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農集排接続箇所 ３２県８９箇所 
漁集排接続箇所 １１県１６箇所 
※は供用開始箇所を示す 

● 接続事例と建設費用比較（イメージ） 

接続点

（汚水の流れ）

農業集落排水整備区域

公共下水道区域

流域下水道ポンプ場

（汚水の流れ）

接続点

農業集落排水整備区域

公共下水道区域

流域下水道ポンプ場

（汚水の流れ）

流域下水道ポンプ場

公共下水道区域

農業集落排水整備区域



≪農業集落排水事業における現状・取り組み≫ 

・自治体の判断により、隣接する農集落排水施設の改修に併せ、処理施設を統合するケー

スもみられる。 

 

・事例 

熊本県大津町では、実施中地区に隣接する地区を新規で要望する予定であったが、実施

中地区の処理施設が未着手だったため、実施中地区の計画を変更し、処理施設を統合し

た。 

岩手県前沢町では、処理施設の老朽化に伴い、改修を実施するより隣接し計画されてい

た地区へ接続することが有利となったため、処理施設を統合した。 

 

≪浄化槽の現状・取り組み≫  

・浄化槽は、コスト的に集合処理が馴染まない人口密度が低い地域において設置される分

散処理システムであり、基本的には個々の施設を統合処理する考え方はない。 

 

  図 分散処理と集合処理のコスト比較 

 

 

・一般家庭に導入されている浄化槽は、基本的に１戸に１基設置されるが、複数戸に１基

に集約して設置される場合もある。市町村設置型の浄化槽への国庫助成制度として、地

形等の特殊状況により戸別に浄化槽を設置できない場合には、複数戸（５戸以下）に１

基の浄化槽に対する補助を認めているところ。 
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≪ヒアリング自治体の意見・データ≫ 

（長野県） 

 
 

 

② 汚泥処理の集約化、共同化 

≪市町村長アンケート取りまとめ意見≫ 

・各汚水処理施設から発生する汚泥の集約化・共同化などを柔軟な対応により効率化を進

めることを考える。 

 

≪委員からの意見≫ 

・汚泥は、（産業廃棄物と一般廃棄物とがある等の）法律的な問題はともかく、共同の処理

でやるのが妥当ではないか。 

 

≪各汚水処理事業における共通の現状・取り組み≫  

(下水道、農業集落排水施設、浄化槽) 

・平成７年度より汚水処理施設共同整備事業（ＭＩＣＳ）を実施。 
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○ＭＩＣＳ事業制度の概要 

汚泥の共同処理（MICS事業によるイメージ） 
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○ＭＩＣＳ事業実施箇所（２７道府県７４箇所） 
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≪下水道事業における現状・取り組み≫ 

・バイオマス・ニッポン総合戦略に基づいて「下水汚泥処理総合計画策定マニュアル」の

改訂版である「バイオソリッド利活用基本計画策定マニュアル」を作成し、下水汚泥の

広域的処理を推進。 

 

・流域下水汚泥処理事業 

都道府県が事業主体となり、広域的な観点から、流域下水道及び周辺の公共下水道か

ら発生する下水汚泥を集約処理するとともに、資源化再利用の推進を行う。 

 

○流域下水汚泥処理事業実施状況（１３箇所）（平成２２年度） 
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・特定下水道施設共同整備事業（スクラム） 
  

複数の市町村により、広域的に下水道施設の共同化・共通化を図ることで、効率的かつ

経済的な下水道施設整備の推進を図る。（例えば、汚泥処理処分施設、移動式汚泥脱水車等） 

 

○特定下水道施設共同整備事業実施状況（１４道府県２８箇所）（平成２２年度）

 

 

 

 

≪農業集落排水事業における現状・取り組み≫ 

・現場では、自治体の判断により、農業集落排水汚泥を一箇所のコンポスト施設に集め

た処理や、民間コンポスト施設を活用するなど様々な形で、農地等の還元に努めてい

る。 

 

・本来、農業集落排水事業は、汚泥の農地還元により有効利用が容易であることから、

小規模完結型の循環型システム構築が可能という特徴をもつものである。（昭和 58 年

事業創設当初から支援） 
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 ・集落排水汚泥の再利用 

 

 

（第４回委員会資料３「①包括民間委託等も考慮した維持管理コスト縮減」の資料再掲） 

 

 

 

 

 

 



≪浄化槽の現状・取り組み≫  

・浄化槽汚泥は、市町村から又は廃棄物処理法で一般廃棄物に係る収集・運搬の許可を受

けた事業者がし尿処理施設に運搬して処理されることが多い。平成 21 年度の浄化槽汚泥

の計画処理量は 1,492 万 kl であり、その 93.8％はし尿処理施設で処理されている。 

 

図 平成 21 年度の浄化槽汚泥の処理の内訳 
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図 し尿処理フローシート（平成 21 年度実績） 

 

 

 

≪ヒアリング自治体の意見・データ≫ 

(斑鳩町) 

・し尿処理施設の維持管理や改築更新費用の投資が今後も続くことから、浄化槽汚泥やし

尿を受入れ、汚水処理経費を縮減する方策を検討したい。 
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（長野県） 

 

（矢掛町） 

・集排汚泥コンポストを作り農地還元し、肥料の経費削減を図っている。 

 

③ 維持管理費用の削減、効率化 

≪市町村長アンケート取りまとめ意見≫ 

・維持管理費の削減については、下水道での包括民間委託の取り組みや汚水・汚泥処理の

広域化・共同化も考え、一層のコスト縮減を図るなど、効率的な維持管理を進める必要

がある。 

 

≪下水道事業における現状・取り組み≫ 

（第 4回委員会資料５－１「健全な経営に関する対応はどうあるべきか」の資料と同様） 

 

≪農業集落排水事業における現状・取り組み≫ 

・事業の特質を活かし、施設の草刈りや見回りなど、施設の日常管理への住民参加を図っ

ている。（第４回委員会資料３「①包括民間委託等も考慮した維持管理コスト縮減」の資

料再掲） 

 

・集落排水事業における省エネルギー技術の開発等を通じて維持管理費の軽減への取組を

行っている。（第４回委員会資料３「①包括民間委託等も考慮した維持管理コスト縮減」

の資料再掲） 

 

・農業用水路の水質改善が図られることで、農業用水路の掃除が年２回から１回で済むな

ど間接的効果がみられる。 
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・平成 15 年度に PFI 法に基づき、民間資金等の活用による公共施設等の整備を促進刷るた

め、都道府県、市町村が PFI を活用して農業集落排水施設等の整備を行う場合にも補助

できるよう拡充を行った。 

  現時点で埼玉県加須市大越処理区において導入され、大幅に工期の短縮が図られ、早

期供用開始による市民サービスの向上が期待できるとともに、総事業費も大幅に縮減が

可能となった。 

 

≪浄化槽の現状・取り組み≫  

・市町村設置型において、PFI 事業に取り組む自治体については、結果として維持管理経費

が削減される。 

（浄化槽の PFI 事業は、いわゆる BTO 方式（Build, Transfer, Operate）で、民間事

業者が施設を建設した後、その所有権を公共に移転し、施設の維持管理を民間事業者が

行う方式を対象。現在、11 市町村で実施）（第 4回委員会資料３「①包括民間委託等も考

慮した維持管理コスト縮減」の資料再掲） 

 

・維持管理が適正かつ効率的に実施されるよう、維持管理組織の設置や、維持管理に必要

な保守点検、清掃や法定検査についての一括契約に取り組む自治体がある。（平成 21 年

末時点で維持管理組織は 128 市町村、一括契約は 153 市町村・５都道府県）（第 4回委員

会資料３「①包括民間委託等も考慮した維持管理コスト縮減」の資料再掲） 

 

≪ヒアリング自治体の意見・データ≫ 

（長野県） 
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（矢掛町） 

・農業集落排水事業の効果は農業用水の水質改善や農集落のコミュニティーの醸成等いろ

いろあるが、特に農業用水の水質改善による安定した農業生産が可能となり、用水等の維

持管理が容易になった。 

 

 

④ 事業連携促進のための制度拡充、諸手続の簡素化 

≪市町村長アンケート取りまとめ意見≫ 

・公共下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽等の連携事業が促進するように、現行

の事業制度の拡充や新規事業の創設※など、より充実した事業制度の整備を図るととも

に、諸手続の簡素化を図る。 

※主な具体例 

・整備費用のみならず、維持管理費用に関する財源制度の拡充 

・高齢者、独居世帯等を支援する財源制度 

・MICS 事業制度をより拡充するなど、広域事業制度の手続きスムーズ化 

 

≪各汚水処理事業における共通の現状・取り組み≫  

(下水道、農業集落排水施設、浄化槽) 

・農林水産省、国土交通省、環境省所管の汚水処理施設の整備を効率的に行うため、事業

間での交付金の融通や年度間での事業量の変更が可能な制度として「地域再生基盤強化交

付金（汚水処理施設整備交付金）」が平成 17 年度から内閣府に創設され、平成 22 年度は

1,034 億円の内数が計上されている。 

 

 図 地域再生基盤強化交付金（汚水処理施設整備交付金）の概要 

 

16 

 



・平成23年度より地域の自由裁量を拡大するための「地域自主戦略交付金」を創設。第一

段階として都道府県分を対象に、投資補助金の一括交付金化を実施。 

 

≪下水道事業における現状・取り組み≫ 

・平成 22 年度より社会資本整備総合交付金の創設。下水道事業を基幹事業とした効果促進

事業も交付対象事業として支援している。支援の例としては、マンホールトイレシステ

ムや清掃ボランティア活動への支援等がある。 
○マンホールトイレシステム   ○清掃ボランティア活動への支援 

 

 

・汚水処理施設共同整備事業 MICS（社会資本整備総合交付金交付要綱（平成 22.3.26 国官

会第 2317 号）より抜粋） 

１．目的 

下水道及び他の汚水処理施設において共同で汚水を処理するために下水道施設を利用

することが効果的な場合において、国が地方公共団体に対し必要な助成を行うことによ

り、効率的な汚水処理の促進に資することを目的とする。 

２．交付対象事業 

①の要件に該当する地域において、複数の汚水処理施設が共同で利用する②に掲げる

施設の整備（②（ア）、（エ）及び（オ）の施設については、用地の取得及び造成を含む。）

を行う事業をいう。 

① 対象地域の要件 

汚水処理施設共同整備事業の対象地域は、当該事業が対象とする処理人口及び処

理水量の２分の１以上を下水道事業が対象としている地域に限る。 

② 対象施設 

（ア）共同水質検査施設 

下水等の水質検査施設（施設の設置に必要な用地を含む。）。 

（イ）移動式汚泥処理施設 

汚泥脱水機を搭載した車両等であって複数の汚水処理施設を巡回して、各施設

から発生する汚泥を処理する施設。 

（ウ）汚泥運搬施設 

下水汚泥処理施設において汚泥を集約的に処理するため、他の汚水処理施設か
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ら発生する汚泥を運搬する車両等。 

（エ）共同汚泥処理処分施設 

下水汚泥等の処理処分施設及びこれを補完する施設（施設の設置に必要な用地

を含む。）。 

（オ）共同管理施設 

汚水処理施設の遠隔監視等の管理施設で下水道施設内に設置するもの（施設の

設置に必要な用地を含む。）。 

（カ）その他共同で施設を利用するために必要な施設。 

 

≪浄化槽の現状・取り組み≫ 

・平成 17 年度から内閣府に創設されている地域再生基盤強化交付金（汚水処理施設整

備交付金）」のうち、浄化槽を含む事業の申請件数は次のとおりとなっている。 

 

図 地域再生基盤強化交付金（汚水処理施設整備交付金）予算額と申請件数 

 平成17年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成20年度 平成 21 年度 平成 22 年度

地域再生基盤強化

交付金（百万円） 

81,000 137,700 141,833 144,608 144,608 103,389

汚水処理施設交付

金の交付件数 

277 352 363 360 356 － 

うち浄化槽を含む

事業の申請件数 

268 338 351 348 345 － 

 

⑤ 施設の老朽化対策、長寿命化計画策定の推進 

≪市町村長アンケート取りまとめ意見≫ 

・汚水処理施設整備の推進にあたり、施設の老朽化に伴う長寿命化対策の推進、効率的な

維持管理業務を行うことが必要である。そのため、施設の長寿命化計画の策定を推進す

る。 

 

≪委員からの意見≫ 

・更新時期が近付いている農業集落排水施設が多いが、人口減少下における更新の方針を

示すべき。また、し尿処理場、浄化槽汚泥の処理も含むし尿処理場の将来像を示すべき。 

 

≪各汚水処理事業における共通の現状・取り組み≫ 

（下水道・農業集落排水施設） 

・下水道事業と農業集落排水事業では、施設の長寿命化を支援する事業制度を、それぞれ

平成 20 年度、平成 21 年度に創設し、ストックマネジメントの促進を図っている。これ

らの制度を活用し。自治体による長寿命化の策定も取り組んでいるところである。 



≪下水道事業における現状・取り組み≫ 

・管路の整備延長（累計）は平成 21 年度末には約 42 万 km であり、供用開始から 30 年以

上経過した管路が約 8万 km、50 年経過した管路が約 1万 km である。（第 3回委員会資料

５－１「 老朽化対策も含めた計画的な維持管理の実施」の資料再掲） 

○管路の年度別整備延長 

 

 

・処理場の供用箇所数（累計）は平成 21 年度末には約 2,100 箇所であり、供用開始から 15

年以上経過した処理場は約 900 箇所である。 

 ○処理場の年度別共用箇所数（全国） 

 

 

・下水管路施設に起因する道路陥没件数は平成 21 年度に約 3,800 件発生している。 

 ○下水管路施設に起因する道路陥没件数の推移 
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・平成 20 年度より長寿命化支援制度の創設、今後はストックマネジメントへ展開を図る。 

 ○長寿命化支援制度概要 

 

 

 ○ストックマネジメントについて 
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・下水道施設の長寿命化計画策定状況は平成 22 年 12 月末時点において 58 計画策定されて

いる。 

○計画策定数（58 計画） 
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・ 、既存施設の機能診断調査

・

断調査要領（案）」、

「最適整備構想作成要領」等のマニュアル類の整備を進めている。 

・

員会資料２「適正な維持管理を確保するための手法はどうあるべ

きか」の資料再掲） 

 

 

グ自治体の意見・データ≫ 

・

に、経営部門に資産管理戦略室を設置し、アセットマネジメントの取り組みに着手した。 

≪農業集落排水事業における現状・取り組み≫ 

21 年度から、ストックマネジメントの取組の推進を図るため

と、その結果を踏また将来の最適整備構想の策定を支援。 

農業集落排水施設のストックマネジメント手法を確立し、既存施設の長寿命化を図るた

め、官民連携のもと「ストックマネジメントの手引き（案）」や、「機能診
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平均耐用年数に達する施設が急増

農業集落排水施設の更新需要予測

 

≪浄化槽の現状・取り組み≫  

平成 10 年度の実態調査においては、浄化槽の躯体の使用年数は 30 年以上との結果が得

られている。（第 4回委

≪ヒアリン

(仙台市) 

業務、組織、資産などの経営資源最適化による事業の持続可能性を確保することを目的
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⑥ 行政部局、事業制度、事務手続きの効率化・一元化 

≪

地域の汚水処理整備の普及促進を効率的・一体的に進めるため、国所管部局、事業制度

を図ることも肝要である。 

≪

既に、市町村では、農業集落排水事業を担当する者を、農村振興部門だけでなく、上下

配置している現状。 

市

問 行体制について、以下から選択して

く

施設の業務を 1つの課で実施 

②汚水処理施設の業務は、それぞれ別の課で実施 

③汚水処理施設が三施設あり、そのうち二施設は同じ課で実施 

④その他 

≪

・

に局を再編。下水道事業についても、「できるだけダムにたよ

らない治水」への政策転換、流域全体の一体的・総合的管理の推進を図るため、水関連

≪

・ 

年

末時点で維持管理組織は 128 市町村、一括契約は 153 市町村・５都道府県）（第 4回委員

の手法はどうあるべきか」の資料再掲） 

市町村長アンケート取りまとめ意見≫ 

・

や各都市での行政部局や事務手続きの一層の効率化や一元化

 

各汚水処理事業における共通の現状・取り組み≫ 

・

水道担当部局もしくは土木担当部局に

 

(下水道、農業集落排水施設、浄化槽) 

町村アンケートデータ結果 

Ⅰ－２ 貴地方公共団体における汚水処理の業務執

ださい。 

①汚水処理

 

 

下水道事業における現状・取り組み≫ 

国土交通省成長戦略等の実現を目指し、省内横断的な体制の確立、関連する行政の一元

化等を図るため、横断的

行政の一元化を図る。 

 

浄化槽の現状・取り組み≫  

維持管理が適正かつ効率的に実施されるよう、維持管理組織の設置や、維持管理に必要

な保守点検、清掃や法定検査についての一括契約に取り組む自治体がある。（平成 21

会資料２「適正な維持管理を確保するため

 



≪ヒアリング自治体の意見・データ≫ 

(仙台市) 

平成 16 年度より汚水処理事業を下水道部門で所管。 

(長野県) 
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(

下水道、農業集落排水、浄化槽担当部局を統合したことにより、汚水処理構想を作成す

いた事項が省けることが大きなメリットであった。 

※

ため、既に汚水処理施設整備の事業連携や汚泥の

共同処理等が実施されているところですが、今後一層の効率的な整備や維持管理を推進するために必要と

なる施策や制度についてのお考えをご記述ください。 

平成 16 年度に長野県県庁組織で生活排水事業一元化。 

須賀川市) 

・

るときに各事業で重複して作業をして

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①～⑥は「汚水処理施設整備事業の連携について（設問Ⅲ）」のアンケートとりまとめ結果である。 

（設問Ⅲ－１）汚水処理施設整備事業の連携について 

汚水処理施設整備のコスト縮減等効率的な整備を図る


